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（仮訳）

第５部

第５条の規定に基づく化学兵器生産施設の廃棄及びその検証

Ａ．申 告

化学兵器生産施設の申告

１．第３条１(ｃ)(ⅲ)の規定に従って締約国が行う化学兵器生産施設の申告には，各化学兵器

生産施設についての次の事項を含める。

(ａ)当該施設の名称，その所有者の名称及び１９４６年１月１日以降当該施設を運営した又

は運営している会社又は企業の名称

(ｂ)当該施設の正確な所在地（住所，複合体の所在地及び複合体内の当該施設の位置（建物

及び工作物の特定の番号がある場合には，これを含む ）を含む ）。 。

(ｃ)化学兵器として定義される化学物質の製造のための施設であるか否か若しくは化学兵器

の充填のための施設であるか否か又はその双方であるか否かについての説明
てん

(ｄ)当該施設の建設が完了した日及び当該施設の生産過程の性質を著しく変更するような変

更（新たな設備又は改善された設備の設置を含む ）が行われた時期。

(ｅ)当該施設において製造した化学物質であって化学兵器として定義されるものに関する情

報，当該施設において充填した弾薬類，装置及び容器に関する情報並びにこのような製造
てん

又は充填の開始及び終了の日に関する情報
てん

(ｉ)当該施設において製造した化学物質であって化学兵器として定義されるものについて

は，これらの情報は，製造された化学物質の具体的な種類（国際純正・応用化学連合の

最新の命名法に基づく化学名，構造式及びＣＡＳ登録番号が付されている場合には当該

番号を表示する ）及び各化学物質の量（トンの単位によって表示する重量）によって。

明示する。

(ⅱ)当該施設において充填した弾薬類，装置及び容器については，これらの情報は，充填
てん てん

。した化学兵器の具体的な種類及び１つ当たりの充填化学物質の重量によって明示する
てん

(ｆ)当該施設の生産能力

(ｉ)化学兵器を製造した施設については，生産能力は，当該施設において実際に使用され

た技術的工程又は技術的工程が実際に使用されていない場合には使用が予定されていた

技術的工程に基づいて特定の化学物質を１年間に製造し得る量によって明示する。



- 2 -

(ⅱ)化学兵器を充填した施設については，生産能力は，当該施設が化学兵器の具体的な種
てん

類ごとに１年間に充填し得る化学物質の量によって明示する。
てん

(ｇ)廃棄されていない化学兵器生産施設については，次の事項を含む当該施設の説明

(ｉ)当該施設の図面

(ⅱ)当該施設の工程の流れの図面

(ⅲ)当該施設における建物，当該施設における特別な設備及びその予備の部品について

の目録

(ｈ)次の事項を含む当該施設の現状

(ｉ)化学兵器が当該施設において最後に生産された日

(ⅱ)当該施設が廃棄されたか否か（廃棄の日及び廃棄の方法を含む 。。）

(ⅲ)この条約が効力を生ずる前に，当該施設が化学兵器の生産に関係しない活動のために

使用されたか否か又は当該施設に当該活動のための変更が行われたか否か。使用され又

は変更が行われた場合には，当該変更の内容，化学兵器の生産に関係しない活動が開始

された日及び当該活動の性質に関する情報（可能な場合には，生成物の種類を示す ）。

(ｉ)当該施設の閉鎖のために締約国がとった措置の詳細及び当該施設の活動を終了させるた

めに締約国がとった又はとる措置の説明

(ｊ)活動を終了した当該施設における安全及び警備のための通常の活動の説明

(ｋ)化学兵器の廃棄のために当該施設が転換されるか否かについての説明及び転換される場

合にはその転換の日

第３条１(ｃ)(ⅲ)の規定に基づく化学兵器生産施設の申告

２．第３条１(ｃ)(ⅲ)の規定に基づく化学兵器生産施設の申告には，１に規定するすべての情

報を含める。自国の領域内に当該施設が存在し又は存在していた締約国は，申告が行われる

ことを確保するために他の国と適当な措置をとる責任を有する。自国の領域内に当該施設が

存在し又は存在していた締約国は，この２の規定に基づく義務を履行することができない場

合には，その理由を表明する。

過去における移譲及び受領の申告

３．１９４６年１月１日以降に化学兵器の生産のための設備を移譲し又は受領した締約国は，

第３条１(ｃ)(ⅳ)及び５の規定に従ってその移譲及び受領について申告する。締約国は，同

日から１９７０年１月１日までの間における当該設備の移譲及び受領について求められる情

報が必ずしもすべて入手可能でない場合には，入手可能なすべての情報を申告し，及び完全

な申告を行うことができない理由についての説明を行う。
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４．３に規定する化学兵器の生産のための設備とは，次のものをいう。

(ａ)特別な設備

(ｂ)化学兵器の使用に直接関連して使用するように特別に設計された装置の生産のための設

備

(ｃ)化学兵器である弾薬類の化学物質以外の部分を生産するためにのみ設計され又は使用さ

れた設備

５．化学兵器の生産のための設備の移譲及び受領に関する申告は，次の事項を明示する。

(ａ)当該設備を受領し又は移譲した者

(ｂ)当該設備の特定

(ｃ)移譲又は受領の日

(ｄ)判明している場合には当該設備が廃棄されたか否か。

(ｅ)判明している場合には現在の所在地

廃棄のための全般的な計画の提出

６．締約国は，各化学兵器生産施設について次の事項に関する情報を提供する。

(ａ)とられる措置に関する予定される時間的な枠組み

(ｂ)廃棄の方法

７．締約国は，自国が一時的に化学兵器の廃棄施設に転換することを意図する各化学兵器生産

施設について次の事項に関する情報を提供する。

(ａ)廃棄施設への転換に関する予定される時間的な枠組み

(ｂ)化学兵器生産施設を化学兵器の廃棄施設として使用することに関する予定される時間的

な枠組み

(ｃ)新たな施設の説明

(ｄ)特別な設備の廃棄の方法

(ｅ)転換された化学兵器生産施設を化学兵器の廃棄のために使用した後に廃棄するための時

間的な枠組み

(ｆ)転換された化学兵器生産施設の廃棄の方法
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廃棄のための年次計画及び廃棄に関する年次報告の提出

８．締約国は，各廃棄年の開始の少なくとも９０日前までに廃棄のための年次計画を提出する。

当該年次計画は，次の事項を明示する。

(ａ)廃棄される生産能力

(ｂ)廃棄が行われる施設の名称及び所在地

(ｃ)各施設において廃棄される建物及び設備の一覧表

(ｄ)計画されている廃棄の方法

９．締約国は，各廃棄年の終了の後９０日以内に廃棄に関する年次報告を提出する。当該年次

報告は，次の事項を明示する。

(ａ)廃棄された生産能力

(ｂ)廃棄が行われた施設の名称及び所在地

(ｃ)各施設において廃棄された建物及び設備の一覧表

(ｄ)廃棄の方法

１０．第３条１(ｃ)(ⅲ)の規定に従って申告される化学兵器生産施設が自国の領域内に存在し

又は存在していた締約国は，当該施設について６から９までに規定する申告が行われること

を確保するために適当な措置をとる責任を有する。自国の領域内に当該施設が存在し又は存

在していた締約国は，この１０の規定に基づく義務を履行することができない場合には，そ

の理由を表明する。

Ｂ．廃 棄

化学兵器生産施設の廃棄に関する一般原則

１１．締約国は，第５条及びこの部に規定する原則に従い，化学兵器生産施設の廃棄について

適用する方法を決定する。

化学兵器生産施設の閉鎖に関する原則及び方法

１２．化学兵器生産施設の閉鎖は，当該施設の活動を終了させることを目的とする。

１３．締約国は，化学兵器生産施設の具体的な性質に十分な考慮を払い，閉鎖のための合意さ

れる措置をとる。当該措置には，特に次の事項を含める。

(ａ)合意される活動を除くほか，当該施設の特別な建物及び標準的な建物の使用の禁止

(ｂ)化学兵器の生産に直接関係する設備（特に，工程制御設備及び光熱・用水設備を含

む ）の分離。
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(ｃ)当該施設の操業上の安全のためにのみ使用する防護機器及び設備の使用の停止

(ｄ)化学兵器として定義される化学物質の合成，分離若しくは精製のための工程用の特別な

設備，貯蔵槽若しくは化学兵器の充填のための機器への化学物質の注入又はこれらの設備，
てん

貯蔵槽若しくは機器からの化学物質の除去を防止し及びこれらの設備，貯蔵槽又は機器に

対する加熱，冷却又は電気その他のエネルギーの供給を防止するための閉そく板その他の

装置の設置

(ｅ)合意される活動のために必要なものを除くほか，当該施設への重量物の輸送のための鉄

道，道路その他の輸送路の遮断

１４．化学兵器生産施設が閉鎖されている間，締約国は，当該施設において安全及び警備に関

する活動を継続することができる。

化学兵器生産施設の廃棄の前に行われる当該施設の技術的な保守

１５．締約国は，安全上の理由のためにのみ化学兵器生産施設における標準的な保守活動（目

視による検査，予防的な保守及び日常の修理を含む ）を行うことができる。。

１６．計画されているすべての保守活動は，廃棄のための全般的及び詳細な計画において明示

する。保守活動には，次の事項を含めない。

(ａ)工程用の設備の取替え

(ｂ)化学工程に関する設備の性質の変更

(ｃ)すべての種類の化学物質の生産

１７．すべての保守活動は，技術事務局による監視の対象とする。

化学兵器生産施設の化学兵器の廃棄施設への一時的な転換に関する原則及び方法

１８．化学兵器生産施設の化学兵器の廃棄施設への一時的な転換に関する措置については，化

学兵器の廃棄施設に一時的に転換される施設のための制度が転換されていない化学兵器生産

施設のための制度と同様に厳重であることを確保するものとする。

１９．この条約が効力を生ずる前に化学兵器の廃棄施設に転換された化学兵器生産施設につい

ては，化学兵器生産施設として申告する。

当該廃棄施設は，査察員による冒頭訪問の対象とするものとし，査察員は，当該廃棄施設

についての情報が正確であることを確認する。また，当該廃棄施設への転換が化学兵器生産

施設として操業することができないように行われたことを検証することが必要であり，その

検証については，この条約が効力を生じた後９０日以内に操業できないようにすることとさ

れている施設について規定する措置の枠内で行う。
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２０．化学兵器生産施設の転換を行うことを意図する締約国は，この条約が自国について効力

を生じた後又は一時的な転換のための決定を行った後３０日以内に，技術事務局に対し当該

施設の転換のための全般的な計画を提出し，その後は年次計画を提出する。

２１．この条約が自国について効力を生じた後に閉鎖した化学兵器生産施設を追加的に化学兵

器の廃棄施設に転換する必要がある場合には，締約国は，その転換の少なくとも１５０日前

までに技術事務局にその旨を通報する。技術事務局は，当該締約国と協力して当該廃棄施設

がその転換の後に化学兵器生産施設として操業することができないようにするために必要な

措置がとられることを確保する。

２２．化学兵器の廃棄のために転換される施設は，閉鎖中で保守が行われている化学兵器生産

施設よりも化学兵器の生産の再開に適したものであってはならない。当該転換される施設の

生産の再開に必要な時問は，閉鎖中で保守が行われている化学兵器生産施設の活動を再開す

るのに必要な時間以上のものとなるようにしなければならない。

２３．転換される化学兵器生産施設については，この条約が効力を生じた後１０年以内に廃棄

する。

２４．化学兵器生産施設を転換するための措置は，当該施設にとって特有のものであり，当該

施設の独自の性質に依存するものとする。

２５．化学兵器生産施設を化学兵器の廃棄施設に転換するためにとる一連の措置は，この条約

が締約国について効力を生じた後９０日以内に他の化学兵器生産施設が操業することができ

ないようにするための一連の措置を下回るものであってはならない。

化学兵器生産施設の廃棄に関する原則及び方法

２６．締約国は，化学兵器生産施設の定義に規定する設備及び建物を次のとおり廃棄する。

(ａ)すべての特別な設備及び標準的な設備は，物理的に廃棄する。

(ｂ)すべての特別な建物及び標準的な建物は，物理的に廃棄する。

２７．締約国は，充填されていない化学兵器である弾薬類及び化学兵器を使用するための装置
てん

を生産する施設を次のとおり廃棄する。

(ａ)化学兵器である弾薬類の化学物質以外の部分又は化学兵器の使用に直接関連して使用す

るように特別に設計された装置を生産するためにのみ使用される施設を申告し及び廃棄す

る。廃棄の過程及びその検証については，化学兵器生産施設の廃棄を規律する第５条及び

この部の規定に従って行う。

(ｂ)化学兵器である弾薬類の化学物質以外の部分を生産するためにのみ設計され又は使用さ

れるすべての設備については，物理的に廃棄する。特別に設計された鋳型及び金属加工金

型を含む当該設備については，廃棄のための特別な場所に運ぶことができる。
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(ｃ)当該弾薬類及び装置の生産のために使用されるすべての建物及び標準的な設備について

は，廃棄し，又はこの条約によって禁止されていない目的のために転換するものとし，そ

の廃棄又は転換について必要な場合には，第９条の規定に基づく協議及び査察によって確

認する。

(ｄ)この条約によって禁止されていない目的のための活動は，廃棄又は転換が行われる間継

続することができる。

廃棄の規律

２８．化学兵器生産施設の廃棄の規律は，第１条及び他の条に定める義務（体系的な現地検証

に関する義務を含む ）を基礎とするものである。廃棄の規律は，廃棄のための期間中に安。

全保障が損なわれないことについての締約国の利害，廃棄の初期の段階における信頼の醸成

及び化学兵器生産施設を廃棄する過程において漸進的に得られる経験を考慮し，並びに化学

兵器生産施設の実際の性質及びその廃棄のために選択される方法のいかんにかかわらず当該

廃棄の規律を適用することを考慮したものである。廃棄の規律は，平準化の原則を基礎とす

るものである。

２９．締約国は，化学兵器生産施設の各廃棄期間につき，いずれの化学兵器生産施設を廃棄す

るかを決定し，並びに各廃棄期間の満了の時に化学兵器生産施設が３０及び３１に規定する

ものよりも多く残存しないように廃棄を行う。締約国は，当該施設をより速やかに廃棄する

ことを妨げられるものではない。

３０．表１の化学物質を生産する化学兵器生産施設については，次の規定を適用する。

(ａ)締約国は，この条約が自国について効力を生じた後１年以内に当該施設の廃棄を開始し，

この条約が効力を生じた後１０年以内に廃棄を完了する。この条約が効力を生じた時に締

約国である国については，全体の期間を３の廃棄期間，すなわち，２年目から５年目まで，

６年目から８年目まで及び９年目から１０年目までに分割する。この条約が効力を生じた

後に締約国となる国については，廃棄期間は，２８及び２９の規定を考慮して，調整され

る。

(ｂ)当該施設については，生産能力を比較の基礎とする。生産能力については，２成分型化

学兵器のために定める規則を考慮して，トンの単位によって表示する化学物質の重量によ

り明示する。

(ｃ)この条約が効力を生じた後の８番目の年の終了の時の生産能力について合意される適当

な水準を定める。当該水準を超える生産能力については，最初の２の廃棄期間中均等の割

合で廃棄する。

(ｄ)定められる量の生産能力を廃棄する義務については，当該施設に供給した他のすべての

化学兵器生産施設又は当該施設で生産された表１の化学物質を弾薬類若しくは装置に充填
てん

した他のすべての化学兵器生産施設にも同様に課する。

(ｅ)化学兵器の廃棄のために一時的に転換された化学兵器生産施設については，引き続机き，

この３０の規定に従って生産能力を廃棄する義務を負う。
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３１．締約国は，この条約が自国について効力を生じた後１年以内に，３０の規定の対象とな

っていない化学兵器生産施設の廃棄を開始し，この条約が効力を生じた後５年以内に廃棄を

完了する。

廃棄のための詳細な計画

３２．締約国は，化学兵器生産施設の廃棄の開始の少なくとも１８０日前までに，当該施設の

廃棄のための詳細な計画を技術事務局に提出する。当該計画には，特に次の事項に関する

３３(ｆ)に規定する廃棄の検証のための措置についての提案を含める。

(ａ)廃棄する施設において査察員自身が検証を行う時期

(ｂ)申告した目録に記載された各物件について実施する措置の検証のための手続

３３．化学兵器生産施設の廃棄のための詳細な計画には，次の事項を含める。

(ａ)廃棄の過程の詳細な日程

(ｂ)当該施設の配置図

(ｃ)工程の流れの図面

(ｄ)廃棄する設備，建物その他の物件の詳細な目録

(ｅ)目録に記載された各物件について実施する措置

(ｆ)検証のために提案する措置

(ｇ)当該施設の廃棄が行われている間に遵守されるべき警備上及び安全上の措置

(ｈ)査察員に提供する作業及び居住の条件

３４．締約国は，化学兵器生産施設を一時的に化学兵器の廃棄施設に転換することを意図する

場合には，転換のための活動を行う少なくとも１５０日前までに，技術事務局に通報するも

のとし，その通報には，次の事項を含める。

(ａ)化学兵器生産施設の名称，住所及び位置

(ｂ)化学兵器の廃棄に関係するすべての工作物及び場所を示す施設の図面並びに化学兵器生

産施設において一時的に転換するすべての工作物の特定

(ｃ)廃棄する化学兵器の種類並びに充填化学物質の種類及び量
てん

(ｄ)廃棄の方法

(ｅ)生産工程及び特別な設備のいずれの部分を化学兵器の廃棄のために転換するかを示す工

程の流れの図面

(ｆ)適当な場合には，転換によって影響を受ける可能性がある封印及び査察のための装置
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(ｇ)設計，化学兵器生産施設の一時的な転換，設備の設置及び点検，廃棄作業並びに閉鎖に

割り当てる時間を明らかにする日程

３５．化学兵器の廃棄のために一時的に転換した施設の廃棄については，３２及び３３の規定

に従って情報を提供する。

詳細な計画の検討

３６．技術事務局は，締約国が提出する廃棄のための詳細な計画及び検証のために提案する措

置並びに従前の査察の経験に基づき，当該締約国と密接に協議の上，化学兵器生産施設の廃

棄の検証のための計画を作成する。適当な措置に関する技術事務局と当該締約国との間の意

見の相違は，協議によって解決されるべきである。解決されない問題は，この条約の完全な

実施を促進することを目的として，適切な措置のために執行理事会に送付される。

３７．第５条及びこの部の規定の実施を確保するため，廃棄及び検証のための統合された計画

が執行理事会と締約国との間で合意される。当該計画は，廃棄の開始の予定の少なくとも

６０日前までに合意されるべきである。

３８．執行理事会の理事国は，廃棄及び検証のための統合された計画の妥当性に関する問題に

ついて技術事務局と協議することができる。執行理事会のいずれの理事国も異議を申し立て

ない場合には，当該計画は，実施に移される。

３９．問題がある場合には，執行理事会は，当該問題について調整するために締約国と協議を

開始する。問題が解決されない場合には，当該問題は，会議に提起される。廃棄の方法に関

する意見の相違の解決は，廃棄のための計画の受入れ可能な他の部分の実施を遅滞させてば

ならない。

４０．執行理事会との間で検証について合意されない場合又は承認された検証のための計画を

実施することができない場合には，廃棄の検証については，現地に設置する機器による継続

的な監視を通じて及び査察員自身によって行う。

４１．廃棄及び検証については，合意された計画に従って行う。検証は，廃棄の過程を不当に

妨げないものとし，現地において査察員自身によって行われる。

４２．必要な検証又は廃棄の活動が計画どおりに行われない場合には，すべての締約国は，そ

の旨の通報を受ける。

Ｃ．検 証

化学兵器生産施設の申告の現地査察による検証

４３．技術事務局は，この条約が各締約国について効力を生じた後９０日から１２０日までの

間に，化学兵器生産施設の冒頭査察を行う。

４４．冒頭査察は，次のことを目的とする。

(ａ)この条約に従い化学兵器の生産が停止し及び化学兵器生産施設の活動が終了したことを

確認すること。
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(ｂ)化学兵器生産施設において化学兵器の生産の停止のためにとられた措置について技術事

務局が精通することができるようにすること。

(ｃ)査察員が一時的な封印を施すことができるようにすること。

(ｄ)査察員が建物及び特別な設備の目録を確認することができるようにすること。

(ｅ)化学兵器生産施設における査察の活動（手が触れられていないことを示す封印その他の

合意される装置であって，当該施設に関する詳細な施設協定に従って設置するものを使用

することを含む ）を計画するために必要な情報を取得すること。。

(ｆ)化学兵器生産施設における査察手続に関する詳細な協定について予備的な討議を行うこ

と。

４５．査察員は，適当な場合には，各化学兵器生産施設において申告された物件の目録を正確

に確認することを容易にするため，定められた封印，標識その他の目録の管理手続を使用す

る。

４６．査察員は，化学兵器の生産が再開され又は申告された物件が移動された場合にこれを表

示するために必要な装置であって合意されたものを設置する。査察員は，被査察締約国によ

る閉鎖のための活動を妨げないよう必要な注意を払う。査察員は，当該装置を保守し及び当

該装置が保全されていることを検証するために訪問することができる。

４７．事務局長は，冒頭査察に基づき，この条約に従って化学兵器生産施設の活動を終了させ

るための追加の措置が必要であると認める場合には，この条約が被査察締約国について効力

を生じた後１８０日以内に当該措置を実施するよう，この条約が当該被査察締約国について

効力を生じた後１３５日以内に当該被査察締約国に要請することができる。当該被査察締約

国は，その裁量により，当該要請を満たすことができる。当該被査察締約国が当該要請を満

たさない場合には，当該被査察締約国及び事務局長は，問題を解決するため協議する。

化学兵器生産施設及びその活動の終了の体系的な検証

４８．化学兵器生産施設の体系的な検証は，化学兵器の生産の再開又は申告された物件の移動

を当該施設において探知することを目的とする。

４９．化学兵器生産施設に関する詳細な施設協定は，次の事項を明示する。

(ａ)詳細な現地査察手続（次の事項を含めることができる ）。

(ｉ)目視による検査

(ⅱ)封印その他の合意される装置の点検及び保守

(ⅲ)試料の採取及び分析

(ｂ)探知されることなく当該施設の活動が再開されることを防止するための封印（手が触れ

られていないことを示すもの）その他の合意される装置を使用する手続であって，次の事

項を明示するもの

(ｉ)当該封印その他の合意される装置の種類，配置及び設置のための措置

(ⅱ)当該封印その他の合意される装置の保守
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(ｃ)その他合意される措置

５０．化学兵器生産施設の査察のための措置に関する詳細な協定において規定する封印その他

の承認された装置は，この条約が締約国について効力を生じた後２４０日以内に設置する。

査察員は，当該封印その他の承認された装置を設置するため，当該施設を訪問することがで

きる。

５１．技術事務局は，各化学兵器生産施設について１暦年に４回を限度として査察を行うこと

ができる。

５２．事務局長は，体系的な査察又は訪問のための査察団の化学兵器生産施設への到着予定時

刻の４８時間前に，当該施設の査察又は訪問を行う旨の決定を被査察締約国に通告する。緊

急の問題を解決するために査察又は訪問が行われる場合には，この期間を短縮することがで

きる。事務局長は，査察又は訪問の目的を明示する。

５３．査察員は，施設協定に基づき，阻害されることなく化学兵器生産施設のすべての部分へ

のアクセスが認められる権利を有する。査察を行う物件は，申告された目録に記載された物

件から査察員が選定する。

５４．体系的な現地査察の頻度を決定するための指針については，第８条２１(ｉ)の規定に

従って会議が検討し及び承認する。査察が行われる具体的な化学兵器生産施設については，

査察が行われる正確な時期が予知されることのないように技術事務局が選定する。

化学兵器生産施設の廃棄の検証

５５．化学兵器生産施設の廃棄の体系的な検証は，当該施設がこの条約に基づく義務に従って

廃棄されること及び申告された目録に記載された物件が合意された廃棄のための詳細な計画

に従って廃棄されることを確認することを目的とする。

５６．申告された目録に記載されたすべての物件が廃棄された時に，技術事務局は，その旨の

締約国の申告を確認する。技術事務局は，その確認の後，化学兵器生産施設の体系的な検証

を終了するものとし，査察員が設置したすべての装置及び監視のための機器を速やかに撤去

する。

５７．５６の確認が行われた後，締約国は，化学兵器生産施設が廃棄されたことを申告する。

化学兵器生産施設の化学兵器の廃棄施設への一時的な転換の検証

５８．化学兵器生産施設を一時的に転換する意図についての最初の通報の受領の後９０日以内

に，査察員は，提案された一時的な転換について精通し及び転換が行われている間必要とな

る査察のための措置を研究するため，当該施設を訪問する権利を有する。
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５９．技術事務局及び被査察締約国は，５８の訪問の後６０日以内に，一時的な転換のための

期間における新たな査察のための措置を定める経過協定を締結する。当該経過協定は，転換

の過程において化学兵器のいかなる生産も行われていないことを確認できるような査察手続

（封印及び監視のための機器の使用並びに査察の実施を含む ）を明示する。当該経過協定。

は，一時的な転換のための活動の開始から化学兵器生産施設が化学兵器の廃棄施設として操

業を開始するまでの間効力を有する。

６０．被査察締約国は，経過協定が締結されるまでの間，化学兵器生産施設のいかなる部分も

移動し若しくは転換してはならず，又は封印その他の合意された査察の装置がこの条約に従

って設置されていた場合には当該封印その他の合意された査察の装置を移動し若しくは変更

してはならない。

６１．化学兵器生産施設が化学兵器の廃棄施設として操業を開始した後は，当該廃棄施設は，

化学兵器の廃棄施設について適用される第４部(ａ)の規定に従う。操業を開始する前の期間

における措置については，経過協定によって規律する。

６２．査察員は，廃棄作業が行われている間，一時的に転換された化学兵器生産施設のすべて

の部分（化学兵器の廃棄に直接関係しない部分を含む ）へのアクセスを認められる。。

６３．化学兵器の廃棄のために化学兵器生産施設を一時的に転換する作業が当該施設において

開始される前及び当該施設が化学兵器の廃棄施設としての機能を停止した後は，当該施設は，

化学兵器生産施設について適用されるこの部の規定に従う。

Ｄ．この条約によって禁止されていない目的のための化学兵器生産施設の転換

転換を要請する手続

６４．この条約によって禁止されていない目的のために化学兵器生産施設を使用するための要

請については，締約国が当該目的のためにこの条約が当該締約国について効力を生ずる前に

既に使用している施設又は当該目的のために使用することを計画している施設について行う

ことができる。

６５．この条約が締約国について効力を生ずる時にこの条約によって禁止されていない目的の

ために使用されている化学兵器生産施設については，６４の要請は，この条約が当該締約国

について効力を生じた後３０日以内に事務局長に提出される。当該要請には，１(ｈ)(ⅲ)の

規定に従って提出する資料のほか，次の事項に関する情報を含める。

(ａ)当該要請が必要とされる詳細な理由

(ｂ)次の事項を明示する当該施設の転換のための全般的な計画

(ｉ)当該施設において行われる活動の性質

(ⅱ)計画されている活動が化学物質の生産，加工又は消費に関係する場合には，化学物質

の名称，当該施設の工程の流れの図面及び計画されている年間の生産量，加工量又は消

費量
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(ⅲ)使用が予定されている建物又は工作物及び変更が予定されている場合には当該変更の

内容

(ⅳ)廃棄された建物若しくは工作物又は廃棄が予定されている建物若しくは工作物及び廃

棄が予定されている場合には当該廃棄のための計画

(ⅴ)当該施設において使用される設備

(ⅵ)移動され若しくは廃棄された設備又は移動若しくは廃棄が予定されている設備及び廃

棄が予定されている場合には当該廃棄のための計画

(ⅶ)適当な場合にば転換のために予定されている日程

(ⅷ)当該施設が存在する地域において操業している他の施設の活動の性質

(ｃ)(ｂ)に規定する措置及び締約国が予定しているその他の措置が当該施設において化学兵

器の生産能力が維持されないことをどのように確保するかについての詳細な説明

６６．この条約が締約国について効力を生ずる時にこの条約によって禁止されていない目的の

ために使用されていない化学兵器生産施設については，６４の要請は，転換の決定の後３０

日以内に，いかなる場合にもこの条約が当該締約国について効力を生じた後４年以内に，事

務局長に提出される。当該要請には，次の事項に関する情報を含める。

(ａ)当該要請が必要とされる詳細な理由（経済的な必要性を含む ）。

(ｂ)次の事項を明示する当該施設の転換のための全般的な計画

(ｉ)当該施設において行われることが計画されている活動の性質

(ⅱ)計画されている活動が化学物質の生産，加工又は消費に関係する場合には，化学物質

の名称，当該施設の工程の流れの図面及び計画されている年間の生産量，加工量又は消

費量

(ⅲ)引き続き維持することが予定されている建物又は工作物及び変更が予定されている

場合には当該変更の内容

(ⅳ)廃棄された建物若しくは工作物又は廃棄が予定されている建物若しくは工作物及び

廃棄が予定されている場合には当該廃棄のための計画

(ⅴ)当該施設において使用が予定されている設備

(ⅵ)移動又は廃棄が予定されている設備及び廃棄が予定されている場合には当該廃棄の

ための計画

(ⅶ)転換のために予定されている日程

(ⅷ)当該施設が存在する地域において操業している他の施設の活動の性質

(ｃ)(ｂ)に規定する措置及び締約国が予定しているその他の措置が当該施設において化学兵

器の生産能力が維持されないことをどのように確保するかについての詳細な説明

６７．締約国は，その要請の中で，信頼を醸成するために適当と認めるその他の措置を提案す

ることができる。
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決定が行われるまでの間の措置

６８．会議によって決定が行われるまでの間，締約国は，この条約が自国について効力を生ず

る前にこの条約によって禁止されていない目的のために使用していた化学兵器生産施設を引

き続き当該目的のために使用することができる。ただし，当該締約国が，その要請の中で，

いかなる特別な設備又は特別な建物も使用していないこと並びに１３に規定する方法により

特別な設備及び特別な建物の活動を終了させたことを証明する場合に限る。

６９．要請が行われた施設がこの条約が締約国について効力を生ずる前にこの条約によって禁

止されていない目的のために使用されていなかった場合又は６８の規定により必要となる証

明が行われない場合には，当該締約国は，第５条４の規定に従ってすべての活動を直ちに停

止する。当該締約国は，この条約が自国について効力を生じた後９０日以内に，１３の規定

に従って当該施設を閉鎖する。

転換のための条件

７０．この条約によって禁止されていない目的のために化学兵器生産施設を転換する条件とし

て，当該施設におけるすべての特別な設備については，廃棄しなければならず，また，この

条約によって禁止されていない目的のために通常使用され，かつ，表１の化学物質に関係し

ない建物及び工作物と当該施設の建物及び工作物とを区別する特別な特徴については，除去

しなければならない。

７１．転換された施設は，次の活動のために使用してはならない。

(ａ)表１又は表２の化学物質の生産，加工又は消費に関係する活動

(ｂ)毒性の高い化学物質（毒性の高い有機リン化学物質を含む ）の生産又は毒性若しくは。

腐食性の高い化学物質を取り扱うための特殊な設備を必要とするその他の活動。ただし，

執行理事会が，毒性，腐食性及び適当な場合にはその他の技術的な要素のための基準（第

８条２１(ｉ)の規定に従って会議が検討し及び承認するもの）を考慮して，このような生

産又は活動がこの条約の趣旨及び目的に危険をもたらさないと決定する場合は，この限り

でない。

７２．化学兵器生産施設の転換は，この条約が効力を生じた後６年以内に完了する。

執行理事会及び会議の決定

７３．技術事務局は，事務局長が６４の要請を受領した後９０日以内に，化学兵器生産施設の

冒頭査察を行う。この査察は，当該要請において提供された情報が正確であることを確認し，

転換が予定されている施設の技術的な性質に関する情報を取得し及びこの条約によって禁止

されていない目的のための使用を承認するための条件を評価することを目的とする。事務局

長は，執行理事会，会議及びすべての締約国に対し，この条約によって禁止されていない目

的のために当該施設を転換するために必要な措置及び転換された施設がこの条約によって禁

止されていない目的のためにのみ使用されることを保証するために必要な措置に関する事務

局長の勧告を含む報告を速やかに提出する。
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７４．化学兵器生産施設が，この条約が締約国について効力を生ずる前にこの条約によって禁

止されていない目的のために使用され，かつ，引き続き操業している場合において，６８の

規定に従って証明のために必要となる措置がとられなかったときは，事務局長は，直ちに執

行理事会に通報する。執行理事会は，適当と認める措置の実施，特に，当該施設の活動の停

止，特別な設備の移動及び建物又は工作物の変更を要請することができる。執行理事会は，

これらの措置の実施のための期限を定めるものとし，これらの措置が十分に実施されるまで

の間，６４の要請に関する検討を停止する。当該施設は，これらの措置が実施されたか否か

を確認するため，当該期限の満了の後速やかに査察を受ける。これらの措置が実施されなか

った場合には，当該締約国は，当該施設のすべての操業を完全に停止しなければならない。

７５．会議は，事務局長の報告の受領の後できる限り速やかに，執行理事会の勧告に基づき，

当該報告及び締約国が表明する見解を考慮して，６４の要請を承認するか否かを決定し，及

び承認のための条件を定める。いずれかの締約国が当該要請の承認及びこれに伴う条件に異

議を申し立てる場合には，相互に受入れ可能な解決を求めるため，９０日を限度として関係

締約国の間で協議を行う。当該要請及びその承認に伴う条件並びにこれらについて提案され

る変更に関する決定については，実質事項として，当該協議の期間が経過した後できる限り

速やかに行う。

７６．施設協定は，６４の要請が承認される場合には，その承認の決定が行われた後９０日以

内に締結する。当該施設協定には，施設の転換及び使用が認められる条件（検証のための措

置に関するものを含む ）を含める。転換については，当該施設協定を締結する前に開始し。

てはならない。

転換のための詳細な計画

７７．締約国は，化学兵器生産施設の転換の開始の予定の少なくとも１８０日前までに，当該

施設の転換のための詳細な計画を技術事務局に提出する。当該計画には，特に次の事項に関

する転換の検証のための措置についての提案を含める。

(ａ)転換する施設において査察員自身が検証を行う時期

(ｂ)申告した目録に記載された各物件について実施する措置の検証のための手続

７８．化学兵器生産施設の転換のための詳細な計画には，次の事項を含める。

(ａ)転換の過程の詳細な日程

(ｂ)転換の前における及び転換の後における当該施設の配置図

(ｃ)転換の前における及び適当な場合には転換の後における当該施設の工程の流れの図面

(ｄ)廃棄する設備，建物，工作物その他の物件並びに変更する建物及び工作物の詳細な目録

(ｅ)目録に記載された各物件について措置を実施する場合には当該措置

(ｆ)検証のために提案する措置

(ｇ)当該施設の転換が行われている間に遵守されるべき警備上及び安全上の措置
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(ｈ)査察員に提供する作業及び居住の条件

詳細な計画の検討

７９．技術事務局は，締約国が提出する転換のための詳細な計画及び検証のために提案する措

置並びに従前の査察の経験に基づき，当該締約国と密接に協議の上，化学兵器生産施設の転

換の検証のための計画を作成する。適当な措置に関する技術事務局と当該締約国との間の意

見の相違については，協議によって解決する。解決されない問題は，この条約の完全な実施

を促進することを目的として，適切な措置のために執行理事会に送付される。

８０．第５条及びこの部の規定の実施を確保するため，転換及び検証のための統合された計画

が執行理事会と締約国との間で合意される。当該計画については，転換の開始の予定の少な

くとも６０日前までに合意する。

８１．執行理事会の理事国は，転換及び検証のための統合された計画の妥当性に関する問題に

ついて技術事務局と協議することができる。執行理事会のいずれの理事国も異議を申し立て

ない場合には，当該計画は，実施に移される。

８２．問題がある場合には，執行理事会は，当該問題について調整するために締約国と協議を

開始すべきである。問題が解決されない場合には，当該問題は，会議に提起されるべきであ

る。転換の方法に関する意見の相違の解決は，転換のための計画の受入れ可能な他の部分の

実施を遅滞させるべきでない。

８３．執行理事会との間で検証について合意されない場合又は承認された検証のための計画を

実施することができない場合には，転換の検証については，現地に設置する機器による継続

的な監視を通じて及び査察員自身によって行う。

８４．転換及び検証については，合意された計画に従って行う。検証は，転換の過程を不当に

妨げないものとし，転換を確認するために査察員自身によって行われる。

８５．事務局長が転換の完了を確認した後１０年間，締約国は，いかなる時にも，阻害される

ことなく転換した施設へのアクセスが認められる権利を査察員に与える。査察員は，当該施

設におけるすべての場所，活動及び設備を監視する権利を有する。査察員は，当該施設にお

ける活動が執行理事会及び会議がこのＤの規定に基づいて定める条件に合致していることを

検証する権利を有する。査察員は，表１の化学物質，その安定した副産物及び分解生成物並

びに表２の化学物質が存在しないことを検証し並びに当該施設における活動が執行理事会及

び会議がこのＤの規定に基づいて定める化学に関する活動についての他の条件に合致してい

ることを検証するため，第２部Ｅの規定に基づき，当該施設のいかなる場所から採取された

試料も受領し及び分析する権利を有する。査察員は，また，第１０部Ｃの規定に基づき，当

該施設が所在する事業所に対し管理されたアクセスが認められる権利を有する。１０年の期

間中，締約国は，転換した施設における活動に関し毎年報告する。当該１０年の期間の満了

の後，執行理事会は，技術事務局の勧告を考慮して，継続する検証措置の性質を決定する。

８６．転換した施設の検証の費用は，第５条１９の規定に従って分担される。


